
○

また、延命医療について家族と話 し合いをしている者の方が、話 し合いをしてい

ない者よりも「意識不明の状態とな り、そこから回復 しないと診断されたとき」と

回答 した者の割合が多かつた。(P53-54)

(「 どち らか というと延齢医療は望まない」、「延命医療は望まない」と回答

した者を対象 )

具体的にどのような治療を中止することを望むかという問いに対 して、「人工呼

吸等、生命の維持のために特別に用いられる治療まで中止」と回答 した者の割合が

最も多かった (般 40%、 医 41%、 看 44%、 介 42%)。

また、年代別では、年代が上がるにつれて、「人工呼吸等、生命の維持のために

特別に用いられる治療まで中止」と回答 した者の割合が増加する傾向がみられた。

(P55-56)

【自分の家族が1歯血管障害や認知症等によって全身状態が悪化した場合】

自分の家族が高齢となり、脳血管障害や認知症等によつて日常生活が困難となり、

さらに、治る見込みがなく、全身の状態が極めて悪化した場合、延命医療を望むか

という問いに対して、延命医療に消極的な回答 (「 どちらかというと望まない」、「望

まない」)を した者の割合が多かつた (般 65%、 医86%t看 87%、 介71%)。

また、延命医療について家族と話し合いをしている者の方が、話し合いをしてい

ない者よりも、延命医療に消極的な回答をした者の割合が多かつた。(P57-5
8)

(「 どち らか というと延命医療は望まない」、「延命医療は望まない」と回答

した者を対象 )

具体的にどのような時期に治療を中止することを望むかという問いに対して、医師

は、「生命の助かる見込みがなく、死期が追っていると診断されたとき」(医 48%)
より「意識不明の状態から回復 しないと診断されたとき」 (医 51%)と 回答 した

者の割合が多かつたが、一般国民及び看護・介護職員は、「意識不明の状態から回

復 しないと診断されたとき」 (般 47%、 看 42%、 介 40%)よ り「生命の助か

る見込みがなく、死期が迫つていると診断されたとき」 (般 49%、 看 57%、 介

56%)と 回答 した者の害1合が多かつた。

また、延命医療について家族と話 し合いをしている者の方が、話 し合いをしてい

ない者よりも「意識不明の状態から回復 しなしヽと診断されたとき」と回答した者の

害1合が多かつた。(P59-60)

(「 どちらか というと延命医療は望まない」、「延命医療は望まない」と回答

した者を対象 )

具体的にどのような治療を中止することを望むかという問いに対 して、「人工呼

吸等、生命の維持のために特別に用いられる治療まで中止」と回答 した者の割合が

最も多かつた (般 45%、 医 48%、 看 53%、 介 46%)。 (P61-62)
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【自分の患者 (入所者)が脳血管障害や認知症等によって全身状態が悪化 した場合】

医療福祉従事者のうち、自分の患者 (入所者)が高齢となり、脳血管障害や認知

症等によって日常生活が困難となり、さらに、治る見込みがなく、全身の状態が極

めて悪化 した場合、延命医療を中止するかという問いに対 して、延命医療に消極的

な回答 (「 どちらかというと中止するべきである」、「中止するべきである」)を した

者の割合が多かった (医 80%、 看 67%、 介 50%)。 (P63-64)

(「 どち らか というと延命医療は中止するべ きである」、「延命医療は中止す る

べ きである」 と回答 した医療福祉従事者を対象 )

具体的にどのような時期に治療を中止することが考えられるかという問いに対 し

て、「生命の助かる見込みがなく、死期が追つていると診断されたとき」(医 56%、
看 65%、 介 64%)よ り「意識不明の状態から回復 しないと診断されたとき」(医

43%、 看 33%、 介 32%)と 回答 した者の割合が多かった。(P65-66)

(「 どち らか というと延命医療は中止す るべ きである」、「延命医療は中止する

べきである」 と回答 した医療福祉従事者を対象 )

具体的にどのような治療を中止することが考えられるかという問いに対 して、

「人工呼吸等、生命の維持のために特別に用いられる治療まで中止」と回答 した者

の割合が最も多かつた (医 53%、 看 57%、 介 48%)。 (P67‐ 68)

リビング・ウィル
6と

患者の意思の確認方法

リビング・ウィルに関 して、「賛成する」と回答 した者の害1合が多く、前回、前々

回に比べて増加 した (般 :今回 62%、 前回 59%、 前々回 48%、 医 :今回 80%、
前回 75%、 前々回 70%、 看 :今回 83%、 前回 75%、 前々回 68%、 介 :今

回 82%、 前回 76%)。

一方、前回、前々回に比べて、「患者の意思の尊重という考え方には賛成するが、

書面にまでする必要がない」と回答 した者の割合は減少 した (般 :今回 22%、 前

回 25%、 前々回 35%、 医 :今回 13%、 前回 13%、 前々回 18%、 看 :今回

9%、 前回 14%、 前々回 19%、 介 :今回 7%、 前回 11%)。

また、延命医療について家族と話 し合いをしている者の方が、話 し合いをしてい

ない者よりも「賛成する」と回答 した者の割合が多かつた。(P69-70)

○  (リ ビング・ウィルについて「賛成する」と回答 した者を対象 )

リビング・ウィルについて、どのように扱われるのが適切かという問いに対 して、

一般国民と介護職員では「法律を制定 しなくても、医師が家族と相談の上その希望

を尊重 して治療方針を決定する」と回答 した者の害1合 が最も多かつた (般 62%、
介 58%)。

また、医師・看護職員は、「そのような書面が有効であるという法律を制定すべ

6治る見込みがなく、死期が近いときに、延命医療を拒否することをあらかじめ書面に記しておき、

本人の意思を直接確かめられないときはその書面に従つて治療方針を決定する方法 (調査票より抜粋)
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○

きである」 (医 54%、 看 44%)と 「法律を制定 しなくても、医師が家族と相談

の上その希望を尊重 して治療方針を決定する」 (医 45%、 看 53%)と で回答が

三分 した。前回に比べて、医師で「そのような書面が有効であるという法律を制定

すべきである」と回答 した者の割合が増加 した。

また、延命医療について家族と話 し合いをしている者の方が、話 し合いをしてい

ない者よりも「そのような書面が有効であるという法律を制定すべきである」と回

答 した者の割合が多かつた。(P71-72)

(リ ビング・ウイルについて「賛成する」と回答 した者を対象 )

死期が近いときの治療方針についての意思について入院 (入所)前、入院 (入所 )

時、あるいは入院 (入所)後に、病院や介護施設 (老人ホーム)か ら、書面により

患者 (入所者)の意思を尋ねることに賛成するかという問いに対 して、「賛成する」

と回答 した者の割合が最も多かつた。また、前回に比べて、医師・介護職員では「賛

成する」と回答 した者の割合が増加 した (般 :今回 70%、 前回 73%、 医 :今回

77%、 前回 68%、 看 :今回 74%、 前回 74%、 介 :今回 81%、 前回 74%)。

また、延命医療について家族と話 し合いをしている者の方が、話 し合いをしてい

ない者よりも「賛成する」と回答 した者の割合が多かつた。(P73-74)

.(リ
ビング・ウイルについて「賛成する」と回答 した者を対象 )

リビング・ウィルを残す時期はいつが良いかという問いに対 して、一般国民及び

医師は「時期はいつでもかまわない」 (般 30%、 医 28%)と いう回答 した者の

割合が、看護 “介護職員は、「入院 (入所)時に書類として残 した方が良い」とい

う回答 した者の割合が最も多かつた (看 26%、 介 37%)。 (P75-76)

一般国民に対 して、リビング・ウィルを見せれば、医師はその内容を尊重 して く

れると思うかの問いに対 して、「そのときの状況による」と回答 した者の割合が最も

多かつた。 (般 44%)
また、医師・看護職員は、意思が記載された書面を「尊重する」「尊重せざるを

得ない」と回答 した者の割合が多かつた (医 80%、 看 73%)が 、介護職員は「そ

の時の状況による」と回答 した者の割合が最も多かつた (介 53%)。

また、延命医療について家族と話 し合いをしている者の方が、話 し合いをしてい

ない者よりも「尊重する」「尊重せざるを得ない」と回答 した者の割合が多かつた。

(P77-78)

リビング・ウイルの書き直 しの可否について、「何度でも容易に書き直すことが

可能なことは知つている」と回答 した者の割合が最も多かつた (般 36%、 医 76%、

看 67%、 介 57%)。 一方で、一般国民においては、「 1度書いたら、書き直 しは

不可能だと思つていた」 (般 25%)、 「 1度書いたら、書き直すことは、重大な理

由が必要である」 (般 20%)と 回答 した者も=定数み られた。

また、延命医療について家族と話 し合いをしている者の方が、話 し合いをしてい

ない者よりも「何度でも容易に書き直すことが可能なことは知っている」と回答 し

○
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○

た者の割合が多かった。(P79-80)

事前に本人の意思が確認できなか った患者 (入 所者)の場合、書面ではな く代理

人による意思表示 という考え方 (家族や後見人が延命医療 を拒否 した ら、それを本

人の意思の代わ りとして治療方針な どを決定すればよい)に ついてどう思 うかとい

う問いに対 して、「それでよいと思 う」、「そうせざるを得ないと思う」と回答した

者の割合が多かったが (般 58%、 医 72%、 看 65%、 介 61%)、 「その時の状

況による」という回答 した者も一定数み られた (般 29%、 医20%、 看 28%、
介 31%)。

また、延命医療について家族と話 し合いをしている者の方が、話 し合いをしてい

ない者よりも「それでよいと思う」、「そうせざるを得ないと思う」と回答 した者の

割合が多かつた。(P81-82)

一般国民の うち、自分が終末期に明確な意思表示を行うことが困難 と思われる

場合、事前に治療方針に関する判断を自分以外の者に任せておくことは可能である

かという問いに対 して、「事前に任せておくことは可能」と回答 した者の害1合が最

も多かった (般 63%)。

また、延命医療について家族と話 し合いをしている者の方が、話 し合いをしてい

ない者よりも「事前に任せておくことは可能」と回答 した者の割合が多かった。(P
83)

一般国民の うち、自分が終末期に明確な意思表示が示せない場合、治療方針の

決定は誰に従つてほしいかという問いに対 して、「配偶者など最も身近な人の意見

に従ってほしい」と回答した者の割合が最も多かつた (般 77%)。 また、延命医

療について家族と話 し合いをしている者の方が、話 し合いをしていない者よりも

「配偶者など最も身近な人の意見に従 つてほ しい」と回答 した者の割合が多かつた。

医療福祉従事者のうち、担当する患者 (入所者)本人の明確な意思表示がわから

ない場合の終末期における治療方針の決定について、「配偶者など最も身近な人の

意見に従 うべき」と回答した者の害1合が最も多かつた (医 67%、 看 80%、 介 7

6%)。 (P84-85)

③ 終末期医療に対する悩み、疑問

○  医療福祉従事者のうち、終末期医療に関して、悩みや疑間を感じた経験があるか

どうかという問いに対して、「頻繁に感じる」、「たまに感じる」と回答した者の割

合は、全ての医療福祉従事者において80%を超えた。(P86)

○  (医療福祉従事者のうち、終末期医療に関 して、悩みや疑間を「頻繁に感じる」
「たまに感 じる」と回答した者を対象 )

終末期医療に関する悩みや疑間の内容について、医師は「在宅医療の体制が十分

でないこと」、「病院内の設備や終末期医療の施設が乏しいこと」、看護・介護職員

は「痛みをはじめとした症状を緩和すること」、「病院内の設備や終末期医療の施設
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が乏 しいこと」 と回答 した者の割合が多か つた。 (P87-88)

⑨ 終末期における療養の場所

<死期が迫っている患者 >
【自分自身に死期が追っている場合】          ヽ

○  一般国民の うち、自分が治る見込みがな く死期が迫っている (6カ 月程度あるい

はそれより短い期間を想定)と告げられた場合の療養の場所について、「自宅で最

期まで療養 したい」と回答 した者の割合は 11%で あった。自宅で療養 して、必要

になれば医療機関等を利用 したいと回答 した者の割合を合わせると、60%以 上の

国民が「自宅で療養 したい」と回答 した。

前回、前々回の結果と比較 し、「なるべ く早 く今まで通つた医療機関に入院 した

い」と回答 した者の割合が減少 し、「自宅で最期まで療養 したい」と回答 した者の

割合が増加 した。

また、年代別では、年代が上がるにつれて「なるべ く早 く今まで通つた医療機関

に入院 したいJ、「なるべ く早 く緩和ケア病棟に入院 したい」と回答 した者の割合が

増加する傾向が見られた。(P89-90)

○  自分が治る見込みがなく死期が迫つている (6カ 月程度あるいはそれより短い期

間を想定)と 告げられた場合、自宅で最期まで療養することは実現可能かという間

いに対 して、「実現困難である」と回答 した者の割合が最も多かった (般 66%、

医 56%、 看 43%、 介 55%)。 一方で、「実現可能である」と回答 した者の割合

は一般国民 (6%)よ りも医療福祉従事者が上回つた (医 26%、 看 37%、 介 1

9%)。 (P91)

o  (自宅で最期まで療養することは「実現困難である」と回答した者を対象)

自宅で最期まで療養することが困難な理由として、「介護してくれる家族に負担

がかかる」、「症状が急に悪くなったときの対応に自分も家族も不安である」と回答し

た者の割合が多かつた。(P92-93)

【自分の家族または自分の患者 (入所者)に死期が迫っている場合】

○  自分の家族が治る見込みがなく死期が迫っている (6カ 月程度あるいはそれより

短い期間を想定)場合、どこで療養したいかという問いに対して、自宅で療養して、

必要になれば医療機関等に入院させたいと回答 した者の割合が多かつた (般 4

6%)。

自分の担当する患者 (入所者)が治る見込みがな く死期が追っている場合、どこ

で療養することを薦めるかという問いに対 して、医師・看護職員は、自宅で療養 じ

て、必要になれば医療機関等に入院を薦めると回答 した者の割合が多かつたが (医

69%、 看 64%)、 介護職員は「老人ホームを薦める」と回答 した者の割合が多

かった (介 31%)。

また、年代別では、年代が上がるにつれて、なるべ く早 く医療機関等に入院させ

たい (を薦める)と 回答 した者の割合が増加する傾向が見られた。(P94-95)



○ 自分の家族が治る見込みがなく死期が迫っている (6ヶ 月程度あるいはそれより

短い期間を想定)と 告げられた場合、自宅で最期まで療養することは実現可能かとい

う問いに対 して、「実現困難である」と回答 した者の割合が最も多かった (般 59%)。
「実現可能である」と回答 した者の割合は 9%で あった。

自分の担当する患者 (入所者)が治る見込みがなく死期が迫っている場合、自宅

で最期まで療養することは実現可能かという問いに対 して、「実現困難である」と回

答 した者の割合が最も多かつた (医 56%、 看 43%、 介 55%)。 「実現可能であ

る」と回答 した者の割合は医 26%、 看 37%、 介 19%で あった。

また、年代別では、年代が上がるにつれて「実現可能である」と回答 した者の割

合が減少する傾向が見られた。(P96-97)

(自 宅で最期まで療養することは「実現困難である」と回答 した者を対象)

自宅で最期まで療養することが困難な理由として、「介護 して <れる家族に負担

がかかる」、「症状が急に悪くなつたときの対応に自分も家族も不安である」と回答し

た者の割合が多かった。(P98-99)

<脳血管障害や認知症によって全身状態が悪化 した患者>
【自分自身が脳血管障害や認知症等によって全身状態が悪化 した場合】

○  自分が高齢 とな り、脳血管障害や認知症等によって日常生活が困難とな り、

さらに、治る見込みのない状態になった場合の療養の場所について、一般国民は

「病院」と回答 した者の割合が最も多く、前回より増加 し (般 :今回 44%、 前回

38%)、 「老人ホーム」と回答 した者は前回よりも減少した (般 :今回 15%、 前

回 25%)。 医療福祉従事者は「自宅」と回答 した者の割合が最も多かった (医 4
10/o、 看 38%、 介 40%)。 (P100-102)

○  自宅で最期まで療養 したいと回答 した者は、その理由として「住み慣れた場所で

最期を迎えたい」、「最期まで好きなように過ごしたい」、「家族との時間を多くした

い」と回答 した者の割合が多かつた。(P103)

○  自宅以外で最期まで療養 したいと回答 した者は、その理由として「家族の介護な

どの負担が大きいから」、「緊急時に迷惑をかけるかもしれないから」と回答 した者

の割合が多かつた。(P104-106)

○

【自分の家族または自分の患者 (入所者 )

態が悪化 した場合】

○  自分の家族や担当する患者 (入所者 )

よって日常生活が困難 とな り、さらに、

養の場所について、一般国民は「病院」

3%)。 医師は「介護型療養病院」 (医 3

護職員は「介護老人福祉施設」(34%)

が脳血管障害や認知症等によって全身状

が高齢となり、脳血管障害や認知症等に

治る見込みのない状態になった場合の療

と回答 した者の割合が最も多かつた (般 4

5%)、 看護職員は「自宅」 (37%)、 介

と回答 した者の害1合が最も多かった。



○

○

また、一般国民において、年代が上がるにつれて、「病院」・と回答する者の割合

が増加する傾向が見られた。(P107-109)

自宅で最期まで療養させたいと回答した者は、その理由として「住み慣れた場所

で最期を迎えさせたい」、「最期まで自分の好きなように過ごさせたい」、「家族との

時間を多くしたい」、「家族に看取られて最期を迎えさせたい」と回答した者の割合が

多かつた。(Pl10)

自宅以外で最期まで療養したいと回答した者は、その理由として「自宅では家族

の介護などの負担が大きいから」、「自宅では、緊急時に家族が大変になるかもしれ

ないから」と回答した者の害1合が多かつた。また、一般国民は「自宅では最期に痛

み等に苦しむかもしれないから」と回答した者も多かつた。(Plll-112)

⑩ がん疼痛治療法とその説明

○  医療福祉従事者のうち、世界保健機関 (WHO)が 作成 した「WHO方 式癌疼痛

治療法」を知っているかという問いに対 して、「内容をある程度知っている」、「内

容をよく知っている」と回答 した者は、医 47%、 看 26%、 介 5%であつた。「知

らない」と回答 した者は医 28%、 看 42%、 介 74%で あった。

また、医師及び看護職員で「内容をよく知っている」と回答 した者の害1合は、前

回、前々回に比べると微増 している傾向が見られた。(Pl13)

○  医療福祉従事者のうち、モルヒネの使用にあたつて、有効性と副作用について、

患者 (入所者)にわかりやす く具体的に説明することができるか という問いに対

して、「説明することができる」と回答 した者の割合が減少 した (医 :今回 36%、

前回 42%、 前々回 45%、 看 :今回 15%、 前回 20%、 前々回 25%、 介 :今

回0 7%、 前回 2%)。

一方で、「説明できない」と回答 した者の割合が増加する傾向が見 られた (医 :

今回 12%、 前回 6.2%、 前々回 5.6%、 看 :今回 19%、 前回 14%、 前々

回 11%、 介 :今回 68%、 前回 59%)。 (Pl14)

① 終末期医療体制の充実

○  医療福祉従事者のうち、終末期医療の普及に関 し、終末期医療の普及のために充

実 していくべき点は何かという問いに対 して、「在宅終末期医療が行える体制づく

り」、「患者・入所者、家族への相談体制の充実」と回答 した者の割合が多かつた。

(Pl15-116)

○  自分自身の延命医療を続けるべきか中止するべきかという問題について、「家族

で話 し合つたことがある」 (般 48%、 医 58%、 看 68%、 介 50%)と 「全く

話 し合つたことがない」 (般 51%、 医 41%、 看 31%、 介 50%)で 回答が二

分 した。(Pl17-118)



○ 延命医療の継続に関する医師と患者 (入所者)間の話 し合いについて、一般国民

及び医療福祉従事者ともに「行われているが不十分であると思う」、「行われている

とは思わない」と回答 した者の割合が多かつた (般 51%、 医 67%、 看 61%、

介 57%)。      1
延命医療について家族と話し合いをしている者の方が、話 し合いをしていない者

よりも「十分に行われていると思う」と回答 した者の割合が多かつた。(Pl19
-120)

医療福祉従事者のうち、自分の施設で、終末期医療における治療方針について、

医師や看護 口介護職員等の職員間で十分な話 し合いが行われているかという問いに

対 して、「行われているが不十分であると思 う」、「行われているとは思わない」と

回答 した者の割合が多かつた (医 59%、 看 54%、 介 50%)。 (P121)

医療福祉従事者のうち、終末期状態の定義や延命医療の不開始t中止等に関する

一律な判断基準について、「詳細な基準を作るべきである」と回答 した者の割合 (医

39%、 看 380/o、 介 35%)よ りも、「一律な基準を作らなくても医療・ケアチ

ームでの十分に検討 して方針を決定すればよい」と回答 した者の割合 (医 44%、
看 38%、 介 41)の 方がやや多かつた。(P122)

「詳細な基準を作るべきである」と回答 した者は、終末期状態の定義や延命医療

の不開始、中止等に関する一律な判断基準の作成の可否について、「現時点では難

しいが:検討を進めていくべきである」と回答 した者の害1合 が最も多かうた (医 6

6%、 看 71%、 介 69%)で あった。(P123)

医療福祉従事者の うち、終末期医療に関 して、治療方針の意見の相違が起こった

ことがあるかという問いに対 して、意見の相違が起こつたことがあると回答 した者

の割合は、医師・介護職員は医 34%、 介 31%で あったが、看護職員は48%で
あり、前回に比べると、やや減少している傾向が見られた。(P124)

また、意見の相違があつた場合の調整方法については、「本人または家族との意

見に基づく」と回答 した者が最も多かつた。(P125)

医療福祉従事者は、終末期医療における重点課題について、「痛みなどの緩和方法

の徹底と追及」、「治療方針等に関する患者 “入所者等との十分な話 し合い」、「終末

期医療におけるチーム医療の充実」と回答 した者が多かった。(P126)

医療に対してどのようなことを望むかという問いに対 して、「病気を持ちながらも

自分の生活を優先させることができるよう生活を支えて くれる医療を受けたい」と

回答 した者の割合が最も多かつた (般 67%、 医 79%、 看 87%t介 86%)。

また、延命医療について家族と話 し合いをしている者の方が、話 し合いをしてい

ない者よりも「病気を持ちながらも自分の生活を優先させることができるよう生活

を支えてくれる医療を受けたい」と回答 した者の割合が多かつた。(P127-1
28)

○

○

○

○

○

○



終末期医療のあり方に関する懇談会の主な意見のまとめ

1)終 末期医療に関する情報格差

終末期医療のあり方を決定するプロセスにおいて最も重要な原則は、平

成 19年 5月 に策定された「終末期医療の決定プロセスに関するガイ ドラ

イン」にも記載されているとおり、「医師等の医療従事者から適切な情報の

提供と説明がなされ、それに基づいて患者が医療従事者と話 し合いを行い、

患者本人による決定を基本としたうえで、終末期医療を進めること」であ

る。

「適切な情報」とは患者の病状や可能な治療法だけではなく、療養場所

やこれからの過ごし方の選択肢といった「支える」医療・ケアについての

情報も含む。

しか しながら、現状では、例えば患者や患者家族がどのようなサ∵ ビス・

ケアを受けることが可能なのか、終末期についてどのようなことを事前に

家族や医療福祉従事者と話 し合つておく必要があるのかなど、十分な情報

提供や説明がないまま、患者や患者家族は判断を迫られる状況におかれて

いるとも考えられる。「自宅で最期まで療養できると考えるかJと いう問い

に対 しても「実現可能である」と回答 した者が、一般国民は6.2%で あ

るのに対 して、医療福祉従事者が上回つているのも (医 26%、 看 37%、

介 19%)、 こうした情報量の格差を反映 している可能性がある。

医療福祉従事者から十分な情報提供や説明を行 うためには、医療福祉従

事者が終末期医療に関する知識を十分に備えた上で、患者、患者家族及び

医療福祉従事者が話 し合う機会を確保 していくことが必要である。

また、特に在宅で療養する場合、終末期医療は患者や患者家族の日常生

活とも密接に関連することから、医療福祉従事者が情報提供する際には、

患者がなるべ 〈充実 した生活を送ることができるよう、そして患者家族に

は過大な負担がかからぬよう、生活の視点に立った情報を提供することが

必要である。

なお、医療福祉従事者に対する終末期医療に関する教育及び話 し合 う機

会を確保することが情報格差を解消するためには重要であるが、その前提

として、終末期医療体制を整備 し、患者がより充実 した終末期を過 ごせる

ための選択肢を広げることも必要である。

2)緩 和ケアについて

●  緩和ケアとはWHO(世 界保健機関)によれば「生命を脅かす疾患によ

る問題に直面 している患者とその家族に対 して、痛みやその他の身体的問

題、 心理社会的問題、スピリチュアルな問題を早期に発見 し、的確なアセ

スメン トと対処 (治療・処置)を行うことによって、 苦 しみを予防 し、和

らげることで、クオ リティ・オブ・ライフを改善するアプローチである。」
7と

されている。従つて、緩和ケアは医療・介護・福祉すべてを含み、その

7日 本ホスピス緩和ケア協会ホームページ(http:〃www hp40rg/What/deinition html)よ り抜粋。



対象者は、がん患者のみではなく、生命を脅かす疾患に直面 している患者

とその家族である。

緩和ケアを進める際の課題の一つは、多くの患者が「緩和ケア=死を迎

えること」と考えていることである。こうしたイメージを払拭 していくた

めには、患者を初めから最期まで支え続けるという姿勢で、治癒を目的と

した治療の初期から緩和ケアを提供 し、治療 と緩和ケアを同時に並行して

行っていく「パラレルケア」を浸透させることが必要である。

緩和ケアについても、終末期医療と同様、患者や家族の暮らしを支える

観点が必要であり、緩和ケアを提供できる場所の拡大や、緩和ケアに関わ

る医療福祉従事者に対する正しい緩和ケアの知識の普及が重要である。

3)リ ビング・ウィルと終末期のあり方を決定する際のプロセスの充実について

e  リビング・ウィルの法制化については、「法制化するべきである」という

意見がある一方、「法律を制定しなくても、医師が家族と相談の上、その希

望を尊重 して治療方針を決定する」という意見が多かつた。
8

0  -方 で、 リビング・ウィルが患者の意思を尊重 した終末期を実現する一

つの方法として、リビング・ウィルそのものに対する考え方を支持する者

も増えている。リビング・ウィルを適切に活用するためにも、 リビング・

ウィルの正 しい知識
9を

普及 し、「終末期医療の決定プロセスに関するガイ

ドライン」に記載 されているようなプロセスをさらに現場に浸透させ、充

実させていくことが望まれる。

●  すでに、「終末期医療のガイ ドライン」(平成 19年 8月 日本医師会)、「救

急医療における終末期医療に関する提言 (ガイ ドライン)」 (平成 19年 1

1月 日本救急医学会 )、 「終末期医療に関するガイ ドライン」(平成 21年 5

月全日本病院協会)が策定されるなど、終末期医療の決定プロセスについ

て現場への普及活動もみ られるが、今後、さらに患者・患者家族に対する

相談体制の整備と活用、多職種の医療福祉従事者・患者・患者家族が話し

合える機会の確保、医療福祉従事者への教育の充実等が必要である。

4)家 族ケア ログ リーフケア

●  患者の終末期のあり方は、家族や近親者の生活、あるいは死別後の人生

に影響を及ぼすこともあり、患者をそばで支える家族や近親者に対するケ

ア、死男1後の遺族に対するグリーフケアについては今後さらに議論を深め

8調査結果では、一般国民と介護職員では 「法律を制定しなくて 1)、 医師が家族と|‖ 談の Lそ の希望

を尊重 して治療方針を決定する」とFI答 した者の割合が最 ()多 かった (般 62γ )、 介 58ツ))。 また、

医師・看護職員は、「そのようなi■ 面が有効であるという法律を制定すべきであるJ(医 54%、 看4

4%)と 「法律を制定 しなくても、医師が家族と相談の上その希望を尊重して治療方針をυt定する」

(医 45%、 看 53%)と で口答が三分したし
9例えば、リビング・ウィルの書き直しの可否について、「何度でも容易に書き直すことが可能なこと

は知っている」と回答した者の害1合が最も多かったが、一般国民においては、「1度書いたら、 liき 直:

しは不可能だと思っていた」(257))、 「1度書いたら、書き直すことは、重大な理由が,と、要である」

(20%)と 回答 した者 も一定数みられた。



5)

ていくべきである。特に、病気の子供を持つ両親は若いことが多く、子供

が発症 した直後から家族に対する支援が必要である。

その他の意見

●  患者が意思を表示できない、あるいは判断できなくなった状況に陥つた

時点で、患者の意思を推定 し、終末期のあり方を総合的な観点から判断で

きるよう、患者に近い者を代弁者 として選定 しておくべきであるという意

見があつた。

●  終末期のあり方については、健康な時から家族・近親者で話 し合うこと

が重要であり、そのためには、国民の終末期医療に対する関心を高めてい

く取 り組みも必要であるという意見があつた。

次回調査 口議論への提言

●  次回調査に関 しては、国民及び医療福祉従事者の終末期医療に対する考

え方が、その時の日本人の死生観や、医療提供体制等によつて変化すると

考えられることから、今後とも一定期間ごとに調査を行 うことが望ま しい。

これまでの調査が 5年おきに実施 されていることを踏まえ、次回調査は平

成 24年度に行われるべきである。この際、過去の調査 との連続性も考慮

しつつ、調査方法、調査項目について検討するべきである。具体的には、

調査に先立ち検討期間を設け、例えば、調査対象者の範囲、回収率を向上

させるための方策、終末期医療に関する用語の適切な使用、終末期医療の

新 しいニーズに適応 した調査項目等を検討するべきである。

●  次回議論に関 しては、終末期は患者によつて期間、状態も異な り、課題

も多様であることから、焦点を絞つて議論 し、よりよい終末期医療を実現

するための、具体的な方向性を示すことが期待される。特に、終末期医療

を含め、在宅での医療 コケアは家族に負担がかかつていること、さらに少

子高齢化を迎え、単身世帯及び二人暮 らしの世帯が増加することが予想さ

れる中、どのような形で在宅での医療・ケアの提供体制を整えていくのか、

医療機関のみならず、地域社会を念頭に置いた議論を深める必要がある。

6)

′
針



Ⅵ 終末期医療のあ り方に関する懇談会等の審議経過

■ 平成 20年 1月 24日  第 1回終末期医療に関する調査等検討会

● 終末期医療の検討に関するこれまでの経緯について

● 平成 19年度調査の実施について

■ 平成 20年 10月 27日  第 1回 終末期医療のあり方に関する懇談会

● 平成 19年度「終末期医療に関す る調査」結果報告

● 調査結果についての検討・議論

目 平成 20年 12月 15日  第 2回終末期医療のあり方に関する懇談会

● 「終末期医療に関する調査」結果 を解析す るためのワーキングチーム設置につ

いて

● 終末期医療のあり方について (ヒ ア リング)

日 平成 20年 12月 19日

第 1回 「終末期医療に関する調査」結果を解析するためのワーキ ングチーム会議

目 平成 21年 1月 26日
第 2回 「終末期医療に関する調査」結果 を解析するためのワーキ ングチーム会議

目 平成 21年 2月 24日   第 3回終末期医療のあり方に関する懇談会

● ヒア リング :終末期医療のケアのあ り方 について

● 「終末期医療に関する調査」解析結果について

目 平成 21年 4月 14日 第 4回終末期医療のあ り方に関する懇談会

● 「終末期医療に関する調査」解析結果 (追加報告 )

● これ までの議論の整理

● 委員か らの発表

■ 平成 21年 12月 24日  第 5回終末期医療のあり方に関する懇談会

● 委員か らの発表

● 終末期医療に関する調査等懇談会報告書骨子 (案)について

・`  ■ 平成22年 10月 28日  第6回終末期医療のあり方に関する懇談会
● 終末期医療のあり方に関する懇談会報告書 (案 )について



Ⅶ 終末期医療のあり方に関する懇談会 委員及び参考人名簿

一懇談会委員名簿 (50音順、敬称略、◎=座長 )

池上 直己    慶應義塾大学医学部医療政策・管理学教室教授

伊藤 たてお   日本難病・疾病団体協議会代表

大熊 由紀子   国際医療福祉大学大学院教授

川島 孝一郎   仙台往診クリニック院長

木村 厚     社団法人全 日本病院協会常任理事

近藤 博子    財団法人がんの子供を守る会理事

櫻井 紀子    社団法人全国老人福祉施設協議会

田村 里子    医療法人東本L幌病院MSW課 長

池主 憲夫    社団法人日本歯科医師会常務理事

中川 翼     医療法人渓仁会定山渓病院院長

中山 康子    NPO法 人在宅緩和ケア支援センター虹代表理事

羽生田 俊    社団法人日本医師会副会長

林  章敏    聖路加国際病院緩和ケア科医長

樋口 範雄    東京大学大学院法学政治学研究科教授

福井  トシ子   社団法人日本看護協会常任理事

増成 隆士    筑波大学名誉教授

◎町野 朔     上智大学法学研究科教授

南  砂     読売新聞東京本社編集委員

山本 保博    東京臨海病院病院長

ヮッ ト 隆子   あけばの会会長

一懇談会参考人名簿 (50音順、敬称略 )

井形 昭弘    日本尊厳死協会理事長

石島 武―    聖ヨハネ会桜町病院名誉院長

土屋 文人    社団法人日本薬剤師会副会長

橋本 操     日本 ALS協 会冨1会長

福永 秀敏    国立病院機構南九州病院院長

藤田 敦子    特定非営利活動法人千葉・在宅ケア市民ネットワークピュア代表




